
１　税目別の納税（特別徴収）義務者数調

87,666 89,213 617,743 49,716 97,445 98,254 35,238 94,919 37,782 41,869 - 1,249,845

法 人 の 県 民 税 2,729 6,910 15,931 15,577 3,218 3,382 1,154 4,107 1,454 1,630 - 56,092

- - 174 - - - - - - - - 174

(1,571) (1,571)

- - 7,917 - - - - - - - - 7,917

- - 576 - - - - - - - - 576

1,070 3,176 3,119 5,583 1,472 1,294 387 1,352 483 438 - 18,374

- - - - - - - - - - 2 2

1,075 4,737 3,828 8,688 2,007 2,656 905 2,160 858 701 - 27,615

- - 16 - - - - - - - - 16

8 6 - 14 3 4 2 - - 1 - 38

5 17 105 27 11 10 6 8 7 7 - 203

- - 31,877 - - - - - - - - 31,877

61,612 134,179 220,938 228,801 63,525 75,239 26,535 73,155 32,273 27,250 - 943,507

- 2 - 4 - 4 17 1 - 1 - 29

684 - - 929 - 437 234 169 134 114 - 2,701

- - - - - - - - - - 1 1

- 1 - 4 - - - 1 1 - - 7

154,849 238,241 902,224 309,343 167,681 181,280 64,478 175,872 72,992 72,011 3 2,338,974

(1,571) (1,571)

（注）1　カッコ内は県民税利子割に係る営業所数である。

　　　2　地方消費税の徴収委託機関とは，国税庁と税関である。

　　　3　法人県民税の納税義務者数は，確定申告したもの及び決定したものを記載した。

　　　４　県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割については，平成２８年度より納入申告書数とした。
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　　　　　事務所名

 　税目

県 た ば こ 税

不 動 産 取 得 税
（ 課 税 件 数 ）

個 人 の 県 民 税

個 人 の 事 業 税

県 民 税 株 式 等
譲 渡 所 得 割
（ 納 入 申 告 書 数 ）

地 方 消 費 税
（ 徴 収 委 託 機 関 ）

県 民 税 配 当 割
（ 納 入 申 告 書 数 ）

核 燃 料 税

ゴ ル フ 場 利 用 税
（ 施 設 数 ）

産 業 廃 棄 物 税
（ 特別徴収義務者）

軽 油 引 取 税
（ 特別徴収義務者）

自 動 車 税 種 別 割
（ 定 期 賦 課 台 数 ）

自動車税環境性能割
（ 課 税 台 数 ）


